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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
政
府
の
進
め
る
外
国
人
材
の
受
け
入
れ
政
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
二
号
）
に
よ
る

改
正
後
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
改
正
後
入
管
法
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
、
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
に
係
る
制
度
に
関
し
、
御
指
摘
の
「
二
国
間
条
約
の
締
結
」
を
必
要
と
す
る
と
の

規
定
は
な
い
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
労
働
法
制
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
及
び
最
低
賃
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
は
、
そ
の
適
用
に
つ
い
て
、
労
働
者

が
日
本
人
で
あ
る
か
外
国
人
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
差
異
を
設
け
て
い
な
い
。

三
及
び
五
に
つ
い
て

改
正
後
入
管
法
に
お
い
て
、
不
足
す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
「
特
定
技
能
」
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在

留
す
る
外
国
人
（
以
下
「
特
定
技
能
外
国
人
」
と
い
う
。
）
の
人
数
の
上
限
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
規
定
は
な
い
も

一



の
の
、
改
正
後
入
管
法
第
二
条
の
四
に
規
定
す
る
「
分
野
別
運
用
方
針
」
に
記
載
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
向
こ
う
五
年

間
に
不
足
す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
み
数
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
特
定
技
能
外

国
人
の
人
数
の
上
限
と
し
て
運
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
受
け
入
れ
の
停
止
」
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
入
管
法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
特
定
技
能
の
項

の
下
欄
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
お
う
と
す
る
外
国
人
」
は
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
も
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
改
正
後

入
管
法
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、「
特
定
産
業
分
野
・
・
・
を
所
管
す
る
関
係
行
政
機
関
の
長
」

が
、
「
当
該
特
定
産
業
分
野
に
係
る
分
野
別
運
用
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
特
定
産
業
分
野
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
人
材
が

確
保
さ
れ
た
と
認
め
」
、
「
法
務
大
臣
に
対
し
、
一
時
的
に
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止
の
措
置
を
と
る
こ
と
を

求
め
」
た
場
合
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
が
、
「
分
野
別
運
用
方
針
に
基
づ
き
、
一
時
的
に
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の

停
止
の
措
置
を
と
る
」
こ
と
に
よ
り
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
の
「
特
定
産
業
分
野
」
ご
と
に
、
「
当
該
特
定
産
業
分
野
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
人
材
が
確
保
さ
れ
た
と
認

二



め
る
」
判
断
の
基
準
を
、
当
該
特
定
産
業
分
野
に
係
る
「
分
野
別
運
用
方
針
」
の
「
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
・
・

・
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
停
止
の
措
置
・
・
・
に
関
す
る
事
項
」
と
し

て
定
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
有
効
求
人
倍
率
等
の
公
的
統
計
等
の
客
観
的
指
標
等

を
考
慮
す
る
旨
を
規
定
す
る
こ
と
や
、
当
該
分
野
別
運
用
方
針
に
記
載
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
向
こ
う
五
年
間
に
不
足

す
る
人
材
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
特
定
技
能
外
国
人
の
見
込
み
数
等
を
用
い
て
規
定
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三


